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令 和 ７ 年 度 予 算 編 成 方 針 

 

 内閣府が公表した令和６年９月の月例経済報告によると、「日本経済は、雇用・

所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが

期待されるものの、物価上昇、海外経済の動向や金融資本市場の変動等の影響に

十分注意する必要がある」とされている。また、去る６月２１日には、「経済財

政運営と改革の基本方針 2024」が閣議決定され、現状では物価上昇が賃金上昇を

上回る中で、消費は力強さを欠いているものの、今後は景気の緩やかな回復が続

く中で、賃金上昇が物価上昇を上回っていくことが期待され、デフレから完全に

脱却し、賃上げと投資が牽引する成長型経済を実現させるチャンスを迎えており、

令和７年度予算については、持続可能な成長の実現に向けた経済構造の強化を進

め、持続的・構造的賃上げの実現、官民連携による投資の拡大、少子化対策・こ

ども政策の抜本的強化等の重要政策課題に必要な予算措置を講じていくとされ

ている。 

 そうした中、国の令和７年度予算は、各省庁が８月末に行った概算要求では、

２年連続で過去最大を更新し、総額が約１１７．６兆円となっており、高齢化に

よる社会保障費の膨張、金利上昇を背景とした国債の利払い費の大幅な増に加え、

物価高騰対策、賃上げ促進環境整備対応などの重要政策推進枠のほか、金額を示

さない「事項要求」により後から上積みされることから、さらに予算規模が拡大

する可能性がある。また、地方財政については、地方の安定的な財政運営に必要

となる一般財源総額について、令和６年度の地方財政計画の水準を下回らないよ

う、実質的に同水準を確保するとされており、今後の動向等を注視していく必要

がある。 

 このように、国・県の予算編成等が明らかでない現段階において、本市の財政

運営について、的確な見通しを立てることは極めて困難である。しかしながら、

歳入面では、地方交付税は微増傾向となっているものの、世界経済の減速等によ

る景気の下振れリスクも懸念され、市税や国税を原資とした交付金等の増加を見

込むことは難しく、一般財源総額は、前年度と同程度と見込まざるを得ない。 

 一方、歳出面では、令和５年度決算において物件費や公債費の増加により経常

収支比率は８７．６％と昨年度より０．７ポイント悪化し、財政構造の硬直化が

進んでおり、近年の大規模事業の実施に伴い、市債残高は過去最大規模に達して

いる。今後、焼却場・熱利用施設建設に伴う西部衛生施設組合負担金や消防通信

指令台システム・デジタル無線更新に伴う井原地区消防組合負担金として多額の
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財政負担が見込まれ、それを賄うために市債発行は免れず、さらなる市債残高と

公債費の増加は避けられない情勢にあることから、市税収入をはじめとする歳入

規模に見合った歳出構造への転換を進め、将来負担を軽減し、もって「持続可能

な財政運営」を確立することが強く求められている。 

 こうした厳しい財政環境の中にあっても、「井原市第７次総合計画 後期基本

計画」や「第２期元気いばら まち・ひと・しごと創生 総合戦略」に掲げる各種

施策を着実に推進し、子育て支援、地域経済の活性化、老朽化が進む公共施設へ

の対策、行政のデジタル化などの多様な行政課題に対し、目先だけでなく将来を

見据え、「新たな視点・発想」や「多様な主体との協働」により、だれもが主役

で活躍できる、しあわせが実感できる「元気なまちづくり」を進めていく必要が

ある。 

 以上を踏まえ、令和７年度の予算編成については、国の基本方針とも協調し、

「次世代へつなぐ財政改革」として、引き続き財政運営のスリム化を図るととも

に、多様化する課題への的確な対応をしつつ、職員一人ひとりが当事者意識や責

任感を持ち、相互に連携を図りながら、効率的・効果的な予算編成に臨むものと

する。 

具体的な編成方針としては、国・県の予算の動向や社会・経済情勢の変化等に

的確かつ機動的に対応しつつ、各部署間の連携や本来の目的・効果を再認識した

市民目線での事業展開を徹底するとともに、実施時期・規模の見直しや優先順位

の厳しい選択を行うなど、「将来にわたり持続可能な財政運営」の確立に向けて、

予算規模の抑制と予算配分の重点化・効率化を図ることを基本とする。 

なお、令和７年度の「基本方針」「重点事項」は、下記のとおりとする。 

 

 

 

《令和７年度予算編成の「基本方針」と「重点事項」》 
 

 基本方針 ⇒ 次世代へつなぐ財政改革 ～持続可能な財政運営の確立～ 

  ●行財政のスリム化 ●ゼロベースでの事業見直し ●職員の意識改革と連携 

 

 重点事項 ⇒「井原市第７次総合計画 後期基本計画」に掲げる 

だれもが主役で活躍できる「元気な井原」の実現を目指す。 

★井原を創るひとづくり 

★地場産業活性化と企業誘致 

★だれもが安心して生活できる環境づくり 

★いばらの魅力創出と世界への発信 
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【予算要求に当たっての留意点】 

１ 全般的事項 

（１）予算編成は、全ての行政運営の根幹となるものであることを改めて認識し、

各部署において「自覚と責任感」を持った予算要求を行うこと。 

（２）年間を通じた「総計予算」を編成するため、予想される全ての歳入歳出に

ついて確実に見積るとともに、令和６年度の予算執行状況、令和５年度の決

算状況を的確に反映した積算とし、特に、厳しい収支見通し等を踏まえて、

客観的な指標や証拠に基づき、事業の成果や費用対効果を検証し、成果や費

用対効果が低い事業については、廃止も視野に入れて、必要な見直しや再構

築を行うこと。 
（３）全ての施策・事業について、「事業評価結果」に従い、改善や工夫を行う

とともに、有利な特定財源の確保に努め、一般財源の充当を抑制すること。 

   なお、新規・臨時事業を計上する際には、必ず既存事業も見直すこととし、

見直しもなく特定財源も見込めないものは、原則、実施不可とする。 

（４）市民等への説明責任の重要性、必要性に鑑み、その施策・事業の法的根拠

や目的、市の上位計画との整合性等に留意すること。また、社会経済情勢を

見極め、市民ニーズを的確に捉え、単に前例踏襲ではなく、歳出の抑制に努

めつつ、さらなる市民サービスの向上を目指した施策・事業展開を図ること。 

（５）市内部はもとより、関係者等との合意・調整をはじめ、制度の設計協議等

を十分に行った上で予算要求を行うこととし、調整中の段階での予算要求は

決して行わないこと。なお、予算要求締切後の追加・変更等は認めない。 

（６）物価の高騰対策等に係る国・県の動向等を的確に把握するとともに、積極

的な財源確保に努めること。 

   

２ 歳入に関する事項 

（１）市税については、歳入の基幹をなすものであることを十分に認識し、今後

の経済動向や国の税制改正等を勘案して確実な収入見込額を見積ること。 

（２）国・県支出金については、常に高い意識を持ちながら積極的な情報収集に

努め、新たな視点を持って、より一層の財源確保を図ること。 

（３）分担金・負担金及び使用料・手数料については、事業の性格、受益の程度

等を考慮し、負担の適正化を図ること。 

（４）市債については、後年度の市債償還が財政硬直化の大きな要因となること

を十分認識し、安易に頼ることなく発行抑制に努めるとともに、地方交付税
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措置のある条件の良い市債の確保に努めること。なお、市町村合併による財

政措置である合併特例債が令和６年度をもって終了となる。 

（５）企業版ふるさと納税やクラウドファンディングなど公民連携による民間資

金のさらなる活用に努めること。また、特定目的基金については、基金残高

も考慮しつつ、設置目的に沿った事業への効果的な活用を図ること。 

 

３ 歳出に関する事項 

（１）「財源がなければ事業を実施できない」ことを十分に認識し、限られた財

源を有効に活用する観点から、全ての事業について「ゼロベースでの見直し」

を徹底し、歳出全体の整理合理化や歳出規模の抑制を図ること。 

（２）公共施設の改修や修繕については、「公共施設等総合管理計画」及び「公

共施設個別施設計画」などの各用途別計画の方針に従い、計画的・効率的に

実施すること。 

（３）物件費の一部（需用費）については、昨年度に引き続き部局単位に枠配分

を行うので、部局内で十分な調整を図ること。 

（４）補助金等については、官と民の役割分担や行財政のスリム化等を図る観点

から、常に見直しを行うとともに、特に補助金は、本年度実施した補助金ガ

イドラインの適合調査を踏まえ、必ず補助金ガイドラインに沿った見直しを

行うこと。 

（５）その他、歳出全般について、優先順位を明確にするとともに、直近の執行

状況等を的確に把握し、必要最小限の要求とすること。 

 

４ 特別会計、企業会計に関する事項 

  特別会計、企業会計についても、経営の基本原則である独立採算を念頭に、

安易に一般会計の繰入に頼ることなく、受益者負担の適正化や一般会計と協調

し歳出全体の徹底した見直しを行うなど、財政運営の合理化を図ること。 

  また、経営戦略等に基づく経営健全化に向けた取組を着実に推進すること。 

  さらには、財政健全化法に基づき、全会計を連結し自治体財政の状況を判断

することから、各会計の経営悪化が市全体に及ぼす影響も十分に認識し、自立

的な財政運営の確立や経営の見える化に向けた取組を強化すること。 


